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外
国
資
本
に
よ
る
国
土
買
収
の
実
態
把
握
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

 
近
年
、
外
国
資
本
、
と
り
わ
け
相
互
主
義
の
適
用
の
な
い
国
の
企
業
や
個
人
に
よ
る
国
土
買
収
が
進
み
、
安
全
保
障
及
び
地

域
の
安
寧
な
生
活
の
維
持
が
脅
か
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
の
観
点
か
ら
国
民
の
間
に
危
機
感
が
高
ま
っ
て
い
る
。
ま
た
、
外

国
資
本
の
意
図
を
呈
し
て
日
本
企
業
が
土
地
を
事
実
上
、
代
行
し
て
買
収
す
る
動
き
が
見
ら
れ
る
な
ど
、
外
国
資
本
に
よ
る
国

土
買
収
の
取
得
方
法
が
多
様
化
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
実
態
が
把
握
し
に
く
い
現
状
と
な
っ
て
い
る
。 

 

こ
れ
ら
に
鑑
み
、
外
国
資
本
に
よ
る
国
土
買
収
に
つ
い
て
の
調
査
を
進
め
、
実
態
を
把
握
し
、
そ
の
情
報
が
適
切
な
形
で
国

会
に
も
説
明
さ
れ
る
べ
き
と
考
え
る
。 

そ
こ
で
、
以
下
質
問
す
る
。 

一 

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
十
条
の
七
の
二
第
一
項
で
は
、
「
地
域
森
林
計
画
の
対
象
と
な
つ

て
い
る
民
有
林
に
つ
い
て
、
新
た
に
当
該
森
林
の
土
地
の
所
有
者
と
な
つ
た
者
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
手
続
に
従

い
、
市
町
村
の
長
に
そ
の
旨
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
旨
規
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
平
成
二
十
九
年
七
月
に
総

務
省
行
政
評
価
局
が
刊
行
し
た
報
告
書
に
よ
る
と
、
森
林
法
に
基
づ
く
森
林
の
土
地
所
有
者
届
出
制
度
に
つ
い
て
、
調
査
対

象
と
し
た
三
十
九
市
町
村
に
お
い
て
、
平
成
二
十
四
年
度
か
ら
同
二
十
七
年
度
ま
で
の
四
年
間
で
受
理
し
た
森
林
の
土
地
所
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有
者
届
出
の
件
数
を
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
最
も
多
い
市
町
村
は
、
同
四
年
間
で
六
百
九
十
八
件
の
届
出
を
受
理
し
て
い
た
の

に
対
し
、
最
も
少
な
い
市
町
村
で
は
、
同
四
年
間
で
一
件
し
か
受
理
し
て
い
な
い
な
ど
、
市
町
村
に
よ
っ
て
届
出
件
数
に
大

き
な
ば
ら
つ
き
が
あ
る
こ
と
が
判
明
し
て
い
る
。 

 
 

こ
れ
に
つ
い
て
、
同
報
告
書
で
は
、
未
届
者
を
把
握
し
て
い
な
い
市
町
村
や
、
死
亡
届
出
時
等
を
活
用
し
た
有
効
な
制
度

案
内
を
実
施
し
て
い
な
い
市
町
村
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
、
ま
た
、
市
町
村
は
、
森
林
の
土
地
所
有
者
届
出
制
度
の
周
知

を
徹
底
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。 

 
 

一
方
、
農
林
水
産
省
に
お
い
て
は
、
平
成
十
八
年
か
ら
、
外
国
資
本
に
よ
る
森
林
買
収
の
事
例
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
を

通
じ
て
調
査
を
行
い
、
毎
年
結
果
を
公
表
し
て
い
る
。
こ
の
中
で
「
居
住
地
が
海
外
に
あ
る
外
国
法
人
又
は
外
国
人
と
思
わ

れ
る
者
に
よ
る
森
林
買
収
の
事
例
」
が
公
表
さ
れ
て
い
る
が
、
例
え
ば
、
令
和
二
年
度
は
、
北
海
道
、
神
奈
川
県
、
京
都
府

の
わ
ず
か
三
道
府
県
の
み
の
事
例
と
な
っ
て
い
る
。
前
記
報
告
書
の
内
容
を
踏
ま
え
る
と
、
農
林
水
産
省
が
公
表
し
て
い
る

外
国
資
本
に
よ
る
森
林
買
収
事
例
も
実
態
を
反
映
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
面
が
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。 

 
 

以
上
を
踏
ま
え
、
政
府
が
、
新
た
に
当
該
森
林
の
土
地
の
所
有
者
と
な
っ
た
者
及
び
自
治
体
に
対
し
、
法
令
遵
守
を
徹
底

さ
せ
、
外
国
資
本
等
に
よ
る
森
林
買
収
、
所
有
の
実
態
を
把
握
す
る
た
め
に
は
、
ど
の
よ
う
な
方
策
が
考
え
ら
れ
る
か
、
示
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さ
れ
た
い
。 

二 
国
土
利
用
計
画
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
九
十
二
号
）
第
一
条
は
、
「
国
土
利
用
計
画
の
策
定
に
関
し
必
要
な
事
項
に

つ
い
て
定
め
る
と
と
も
に
、
土
地
利
用
基
本
計
画
の
作
成
、
土
地
取
引
の
規
制
に
関
す
る
措
置
そ
の
他
土
地
利
用
を
調
整
す

る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
国
土
形
成
計
画
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
五
号
）
に
よ
る
措
置
と
相
ま
つ

て
、
総
合
的
か
つ
計
画
的
な
国
土
の
利
用
を
図
る
こ
と
」
を
目
的
と
し
て
い
る
。
外
国
資
本
の
国
土
買
収
が
進
行
し
、
国
民

の
危
機
意
識
が
高
ま
っ
て
い
る
現
状
に
鑑
み
、
総
合
的
か
つ
計
画
的
な
国
土
の
利
用
を
図
る
た
め
に
は
、
取
得
者
の
属
性
を

も
把
握
す
る
こ
と
が
重
要
な
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。 

 
 

国
土
利
用
計
画
法
に
基
づ
く
届
出
情
報
な
ど
の
行
政
が
保
有
す
る
情
報
を
参
考
に
、
都
道
府
県
を
通
じ
て
外
国
資
本
に
よ

る
土
地
売
買
の
実
態
調
査
を
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
か
ど
う
か
、
政
府
の
認
識
を
示
さ
れ
た
い
。 

三 

「
外
為
法
に
基
づ
く
非
居
住
者
に
よ
る
本
邦
不
動
産
の
取
得
に
関
す
る
報
告
実
績
」
（
平
成
二
十
三
年
二
月
財
務
省
資

料
）
に
よ
れ
ば
、
平
成
十
九
年
度
か
ら
平
成
二
十
二
年
度
ま
で
の
外
国
資
本
に
よ
る
土
地
買
収
は
三
千
七
百
ヘ
ク
タ
ー
ル
に

の
ぼ
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
同
報
告
は
定
期
的
に
は
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、
同
資
料
も
す
で
に
行
政
文

書
と
し
て
の
保
管
期
間
が
経
過
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
り
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。 
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外
国
資
本
の
国
土
買
収
が
進
ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ
る
現
状
で
国
民
の
危
機
意
識
が
高
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
、
状
況

を
把
握
す
べ
く
、
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
第
五
十
五
条
の
三
第
一
項
第
十

二
号
及
び
こ
れ
を
受
け
た
外
国
為
替
の
取
引
等
の
報
告
に
関
す
る
省
令
第
十
二
条
に
基
づ
い
て
「
本
邦
に
あ
る
不
動
産
又
は

こ
れ
に
関
す
る
権
利
の
取
得
に
関
す
る
報
告
書
」
に
よ
る
報
告
を
求
め
ら
れ
て
い
る
外
国
人
や
外
国
資
本
に
よ
る
土
地
取
得

の
状
況
（
所
在
地
、
面
積
、
金
額
等
）
を
調
査
の
上
、
定
期
的
か
つ
詳
細
な
報
告
を
行
う
べ
き
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解

を
示
さ
れ
た
い
。 

 
 

右
質
問
す
る
。 


